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①　麻薬譲受証の設定画面変更

麻薬譲受証の設定画面が設定→システム設定→帳票②から帳票④に変更になりました。

（※これまでの設定は引き継がれています）

新たに設定する場合は下記の手順を参照して下さい。

※麻薬譲受証は麻薬発注時に印刷、卸に渡すための書類です。
　発注確定時に印刷されます。社内入庫、社外入庫では印刷されません。
　また、これまでの譲受証は発注→発注履歴より印刷可能です。

トップ画面上部にあるメニューの「設定」→「システム設定」→「帳票④」に進み、設定完了後

右下にある「設定更新」を押して下さい。

・麻薬譲受証印刷 → 印刷する

・日付表示 → 任意で選択

・麻薬免許番号 → 入力する

・氏名（法人名） → 入力する

※ 印刷イメージ
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②　覚醒剤原料譲受証の追加

覚醒剤原料譲受証が印刷可能となりました。

印刷を行うには、事前に設定が必要となります。

必要に応じて設定を行ってからご利用下さい。

1.譲渡人（卸）項目の事前設定

① トップ画面上部のメニューから「マスタ」→「取引先一覧」へ進みます。

② 「取引先マスタ一覧」画面上部の絞り込み項目にある「店舗区分」を、プルダウンから

　 「卸」を選択します。

③該当卸の左端にある「修正」をクリックします。

④住所を入力し、備考に譲受証の氏名に表示したい内容を入力して下さい。

⑤完了後、右下にある「登録」をクリックして下さい。

※各取引卸ごとに設定が必要です。
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2.譲受人（自店）項目の事前設定

①トップ画面上部にあるメニューの「設定」→「システム設定」→「環境」に進みます。

②住所、薬局名、開設者を入力して下さい。※譲受人の氏名欄は薬局名+開設者名が表示印刷されます。

※覚醒剤原料譲受証は覚醒剤発注時に印刷、卸に渡すための書類です。

　発注確定時に印刷されます。社内入庫、社外入庫では印刷されません。

　また、これまでの譲受証は発注→発注履歴より印刷可能です。

上記の事前設定ができたら「帳票④」に進みます。

覚醒剤原料譲受証 譲受証印刷「印刷する」に変更し、右下にある「設定更新」を押して下さい。

※ 印刷イメージ
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